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平成19年度の食料・農業・農村の動向及び講じた施策並びに平成20年度

において講じようとする食料・農業・農村施策は、食料・農業・農村基本

法（平成11年法律第106号）第14条第１項及び第２項の規定に基づき作成す

るものである。
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◆ 現在の大量輸入、大量廃棄等の食生活を見つめ直し、安全な食料を将来にわたり安
定的に供給するためのシステムを早急に確立すること

白書のポイント

● 国際的な食料事情が大きく変化し、世界の食料需給が中長期的にひっ迫する可能
性があるなかで、食料の6割を海外に依存する我が国として、食料の安定供給のた
めのシステムを早急に確立することは、単に食料・農業の観点にとどまらず、環境
や国土の保全、ひいては国民生活の在り方にもかかわる重要な国家的課題。

● 国内生産の増大を基本として、輸入と備蓄を組み合わせていくという方針のもと、
政府はもちろん国民、農業生産者・農業団体、食品関連事業者がそれぞれ、食料を
めぐる様々な問題を自らの問題として共有したうえで、限られた国内の農地を有効
に活用して、国内農産物の生産をふやしていくことが重要。

● 食料自給率目標の達成に向け、米粉利用の推進を含む米の消費拡大をはじめ、食
育や地産地消に積極的に取り組むことにより、消費者や食品産業が国産農産物を積
極的に利用していくなど、生産・消費両面にわたる課題に関係者が一体となって取
り組む必要。また、こうした取組を通じ、農地・農業用水の確保、担い手の育成、
農業技術の開発・普及を図り、食料供給力を強化していく必要。

● 関係府省が情報の共有化をはじめ連携を一層強化することにより、食品の安全を
確保して消費者の信頼を回復し、安心できる生活環境の実現を目指すことが重要。

◆ 意欲ある担い手の育成をはじめ、農業経営の体質強化を図り、力強い農業構造を早
急に構築すること

● 2007年 4 月から導入された新たな経営所得安定対策等の普及・定着を図る必要。
これらの対策は、生産現場からの様々な要望、意見等を踏まえて、制度の基本は維
持しつつ地域の実態に即した見直しが行われたが、今後とも、生産現場の声を踏ま
えつつ、適切に対応していく必要。

● 特に、米の生産調整を確実に実行し、水田において自給率向上が必要な麦、大豆、
飼料作物等の生産を着実に進めることが重要。また、米以外の作物の生産が困難な
地域においては、水田機能を維持していくという観点からも、飼料用やバイオ燃料
用等主食用以外の取組を推進していくことが重要。

● 農地政策については、「農地政策の展開方向について」（2007年11月）に沿って
着実に具体化していく必要。農業者への調査によると、経営規模を拡大する理由と
して、農地を引き受けてほしいという依頼を受けたことや、拡大する農地が隣接し
ていることをあげる回答が多いため、貸したい人は貸しやすく、借りたい人は借り
やすい環境を整えるとともに、面的にまとまった形での農地利用集積を促進するこ
とが重要。

● 稲作単一農家の経営規模の縮小には、後継者がいないことや経営主の高齢化、単
位面積当たり米販売額が少ないことが関係していることが統計的手法からも改めて
確認されたことから、経営規模の拡大を目指す意欲ある農家に対し、経営の安定や
人材確保といった面での支援が重要。



II

◆ 地球温暖化や生物多様性の保全に対応するため、資源・環境対策を推進するととも
に、循環型社会の形成を進めること

● バイオマス利活用の加速化は、地球温暖化防止や循環型社会の形成という視点に
加え、従来の食料生産の枠を超え耕作放棄地の活用を通じて食料安全保障にも資す
るなど、農林水産業の新たな領域を開拓する観点からも重要。

● 海外では、穀物を原料としたバイオ燃料の需要が高まっており、食料需要との競
合が大きな問題になっているなか、我が国としては、食料生産に影響を与えないよ
う、稲わら、間伐材等のセルロース系原料から高効率にバイオ燃料の生産ができる
技術開発をはじめ、未利用バイオマスを有効に活用した取組を推進する必要。

● 2013年以降の枠組み構築に向けて、農地を温室効果ガス排出削減または吸収源と
する農地の管理方法の開発を進めていくことも重要。

◆ 農業を地域経済を担うとともに、若者にとって魅力ある産業として育成し、その活
力を高めることにより、農村地域の再生を図ること

● 近年、農産物直売所等で消費者に直接販売を行う取組が盛んになっているが、こ
の取組をさらに拡げ、加工、流通といった経営の多角化や、有機農業や新食品・新
素材の開発といった農業の高付加価値化に取り組み、農業経営の安定化と競争力の
強化を図ることが重要。

● 新たな生産システムやロボットの開発による省力化・低コスト化に取り組む必
要。さらに、知的財産を適切に保護しながら、積極的・戦略的に活用していくとと
もに、関係機関が結集して、研究・技術開発を推進していくことも重要。

● 農業経営の多角化、高付加価値化等に当たっては、農林水産物・食品は国内消費
向けという固定概念を打破し、海外に新たな市場を求めることが重要。近年、世界
的な日本食ブーム等を背景として、農林水産物・食品の輸出は大幅に増加しており、
人口減少社会が到来し、国内市場が成熟化するなか、農業の活力を高めるうえでも
輸出の一層の促進は重要であり、関係者一体となった取組を期待。

◆ 農村資源の活用・保全を図りつつ、農業の多面的機能を発揮させるとともに、都市
と農村の共生・対流を一層推進することにより、活力ある農村の実現を図ること

◆ WTO農業交渉、EPA/FTA交渉に戦略的に取り組むこと、農業構造改革の努力を
損なわないように留意すること

● 集落機能の低下や集落の消滅が懸念されるなか、市町村合併を契機として各地域
の資源を活かしたまちづくりを行う取組もみられるが、農商工連携等を強化し、若
者や団塊の世代をはじめ都市に集積した人材、知見、技術等を活用しつつ、地域特
産品を開発するなどの取組を推進することが重要。

● 都市と農村の共生・対流を進めていくうえで、農村を農業・農村体験の場として
位置付け、次世代を担う子どもたちを中心として、グリーン・ツーリズムの取組を
推進することが重要。
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１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

◇食品による薬物中毒事案の発生、食品事業者による不適正な表示や製造等、食に
対する消費者の信頼を揺るがす事件が相次いで発生。
◇消費者の信頼を確保するため、食品企業はコンプライアンス（法令の遵守及び倫
理の保持等）の徹底を図ることが重要。
◇食品に対する消費者の信頼を確保するためには、適正でわかりやすい食品表示に
することが必要であり、行政と消費者が一体となった監視・指導を実施。
◇2007年12月に「生活安心プロジェクト　緊急に講ずる具体的な施策」を決定。
関係機関との連携を図り、食品表示の監視体制を強化。また、加工食品の原料原
産地について、食品事業者による自主的な情報提供をより一層推奨。

缶詰、即席めん等 
劣化が比較的遅い 
ものには賞味期限 
が表示されます。 

調理パン、生菓子等 
劣化が早いものには 
消費期限が表示され 
ます。 

消費期限は、その期限を過ぎたら食べない方
が良いものです。これに対して、賞味期限は、
おいしく食べることができる期限で、この期限
を過ぎても、すぐに食べられないということで
はありません。
また、これらの期限は、事業者が科学的・合

理的根拠をもって設定しています。表示されて
いる期限は、未開封のときの期限です。一度開
封した食品は、表示されている期限にかかわら
ず、早めに食べましょう。期限表示の意味を正
しく理解して、食品の保存や調理を適切に行う
ことにより、無駄な廃棄を少なくすることが大
切です。

「消費期限」と「賞味期限」

資料：農林水産省作成 

企業 行政措置 

M社 

I社  

A社 

H社 

S社 

9月 

11月 

10月 

事件の概要 

・原材料の虚偽表示、意図的な異種原材料の混

入、賞味期限の改ざん、産地偽装　等 

・上記の行為を不正と認識したうえで、社長の

指示により常態的に実施 

・製品の賞味期限の改ざん、自主検査で製品か

ら大腸菌群等が検出されたが、公表せず回収 

・製品の解凍・再包装、製造年月日・消費期限

の改ざん、原材料の不適正表示　等 

・商品の原材料を虚偽表示して販売 

・製品の消費期限等の改ざん、原材料の原産地

の偽装　等 

2007年 

8月 

213

302

237

756

2004年 05 06 07

件 

資料：（独）農林水産消費安全技術センター調べ 
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トピックス―この１年の特徴的な動き―
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トピックストピックス

２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

◇最近の穀物・大豆の国際価格は、中国等の開発途上国の食料需要の増大、バイオ
燃料需要の増大等が生じているなか、天候による生産の減少等により過去最高の
水準まで高騰。このため、食料品の価格の値上げが相次いで表明。また、原油価
格高騰等による飼料価格や生産資材価格の上昇が畜産経営や施設園芸経営に大き
な打撃。

◇食料の6割を海外に依存する我が国としては、国内生産の増大を図ることを基本
として、これと輸入と備蓄とを適切に組み合わせる方針のもと、食料自給率の向
上等に積極的に取り組むことが必要。
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資料：ロイター・ES＝時事 
　注：1）シカゴ商品取引所（CBOT）の毎月最終金曜日の期近価格。米は、タイ国家貿易取引委員会の第1水曜日のタイうるち精米、砕米混入率10％未満 
 のFOB価格 
　　　2）1ブッシェルは、大豆・小麦は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

大豆 米（右目盛） 
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875ドル/ t  
過去最高更新 
08年4月23日 

 
13.3ドル/bu 
過去最高 
15.45ドル 
08年3月3日 

 
8.0ドル/bu 
過去最高 
12.80ドル 
08年2月27日 

 
5.8ドル/bu 
過去最高 
6.06ドル 

08年4月15日 

（2008年 4月25日現在） 

穀物・大豆の価格の推移

輸入小麦 
売渡価格 
30％引上げ 

（2008年4月） 

チョコレート 
約12％値上げ 
（2008年3月） 

ソーセージ 
約10％値上げ 
（2007年9月） 

即席麺 
約10％値上げ 
（2008年1月） 

食パン・菓子パン 
約10％値上げ 
（2007年12月） 

しょうゆ 
約11％値上げ 
（2008年4月） 

マヨネーズ 
約10％値上げ 
（2007年6月） 

食用油 
約27％値上げ 
（2007年10月） 

資料：農林水産省作成 
　注：飼料用小麦の需要増加（2007年5月米国農務省予測）は、小麦価格の高騰を受けて減少に修正（08年2月） 

途上国の経済発展等を受けた 
穀物・大豆需給のタイト化 

粗糖 
（さとうきび） 
価格の上昇 

砂糖 
清涼飲料 
菓子類 

畜産物 
（食肉、鶏卵、 
乳製品等） 

パン 
麺類等 

みそ 
しょうゆ 
豆腐等 
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異性化糖価格の上昇 
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飼料用小麦の 
需要増加＊注 

（豪州） 
2年連続の 
大干ばつ 

植物油価格の上昇 

穀物・大豆の国際価格の高騰等が食料事情に及ぼす変化
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３　新潟県中越沖地震等による被害の発生
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資料：農林水産省調べ（2008年4月18日現在、継続調査中） 
　注：台風第4号及び大雨とは、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第4号の影響による大雨のことであり、東北地方の大雨とは、秋雨前線と台風第11号 
　　から変わった低気圧の影響で9月15日夜から18日にかけて降雨が続いた大雨のこと 
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新潟県中越沖地震により農道が封鎖され、
水田まで達した土砂崩壊

新潟県中越沖地震により隆起した農道

2007年度の自然災害による農林水産関係の被害

資料：内閣府資料を基に農林水産省で作成 

災害 
発生 

農
地
等
の
被
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農地、農業用施設、 
林道、農林水産業 
共同利用施設 

　  ＜災害復旧国庫補助事業＞　 
○8割程度の補助 
（共同利用施設はおおむね2割） 

激甚災害 
指定 

国庫補助率の 
かさ上げ措置 

激甚災害制度の概要（農林水産業関係）

トピックス

◇2007年度の主な自然災害による農林水産関係の被害額は、「平成19年（2007年）
新潟県中越沖地震」による大きな被害をはじめ、台風や大雨による気象災害の発
生により、合計で1,925億円。
◇地震による局地的な被害により大きな復旧費用が必要となった新潟県長岡市等で
は､局地激甚災害の指定がなされ、農地や農業用施設の災害復旧事業に必要な費
用の国庫補助のかさ上げを実施。
◇災害によって生じた経済的損失を補てんし、被災農家の経営安定を図るため、農
業災害補償制度を実施。


